
 

 

大和市告示第５８号 

大和市介護老人保健施設整備費補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

平成２５年３月２９日 

大和市長 大 木  哲   

 

大和市介護老人保健施設整備費補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

大和市介護老人保健施設整備費補助金交付要綱（平成２１年大和市告示第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１条中「第８条第２５項」を「第８条第２７項」に、「第１２条の規定に基づき」を「に定める

もののほか」に改める。 

第８条第２項中「第１１条」を「第１２条」に改める。 

   附 則  

 この要綱は、公表の日から施行する。 

 


